
 

2023みのわ祭り実行委員を募集します！ 

みのわ祭り実行委員会事務局 
（箕輪町役場 商工観光課 観光係内） 
（事務局長）小林 剛史 （担当）原 広野 
電 話：0265-79-3171（直通） 
ＦＡＸ：0265-79-0230 
Ｅ‐mail：kankou@town.minowa.lg.jp 

添付資料 有  無 

開催予定の 2023 みのわ祭りの実行委員を募集します。計画・運営に参加し、自分

の「やってみたい」ことや「地元への想い」を込めたお祭りを一緒に創りませんか。 

2023 みのわ祭りを一緒に盛り上げていきましょう！ 
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箕輪町役場 商工観光課 プレスリリース   

令和５年１月 11日 発信 
箕輪町 

【2023 みのわ祭り 開催予定日】 

2023年７月 29日(土) ※荒天翌日 

 

【実行委員募集について】 

１ 対  象  みのわ祭りに興味がある方ならどなたでも！ 
※高校生以下の参加は保護者の同意が必要となります。 

    ※夜間の会議（月２回程度）及びみのわ祭り当日に参加でき 

る方 

 

２ 応募方法  必要事項をご記入の上、事務局までＦＡＸ、郵送、メール、

窓口申込みのいずれかの方法でご応募下さい。 

 

３ 募集期間  2023年１月 27日（金）まで 

        ※これ以降も随時受け付けています。ぜひご応募ください！ 

 



あなたの「やってみたい」や「地元への想い」を込めて、箕輪町を盛り上げ、みんなを
笑顔にするお祭りを、一緒に創りませんか？

ご家族 サークル
団体

友達同士

2023みのわ祭りは、７月29日（土）に開催（予定）

実行委員募集締め切り：令和５年１月27日(金)
●令和５年２月９日(木)に第１回2023みのわ祭り実行委員会を開催（予定）。

●応募方法等詳細は裏面をご覧ください。

みのわ祭り実行委員会事務局

箕輪町役場 商工観光課 観光係 0265-79-3171 （直通）

お 問 い 合 わ せ

職場
企業

「2023みのわ祭り」の企画・運営に参加していただける委員を募集しています。

＜活動内容＞実行委員会の会議（全体・部会）に出席していただき、活動をお願いします。
■会場・出店部会・・・会場設置・出店全般に関すること
■広報・イベント部会・・・祭り内でのイベントの企画・運営及び祭りPR等に関すること
■花火部会・・・花火全般に関すること

もちろん
お1人でも！

興味がある方
どなたでもOK！



みのわ祭り実行委員会委員申込み用紙

令和５年 月 日

以下のとおり、みのわ祭り実行委員会に申込みます。

みのわ祭り実行委員会募集要項

１ 活動内容
実行委員会の会議（全体会・部会）に出席していただき、企画・運営に携わります。
【会場・出店部会】会場設置・出店全般に関すること
【広報・イベント部会】祭り内でのイベントの企画・運営及び祭りPR等に関すること
【花火部会】花火全般に関すること

２ 応募条件
みのわ祭りに興味がある方ならどなたでも結構です。
※高校生以下の参加は、保護者の同意が必要です。

３ 応募方法
申込み用紙に必要事項をご記入の上、みのわ祭り実行委員会事務局（箕輪町役場商工観

光課観光係）にFAXまたは郵送、窓口持参のいずれかの方法でお申し込みください。
その他、右のＱＲコードから申し込みフォーム入力で申し込むこともできます。

４ その他
2023年２月９日(木)に、第１回みのわ祭り実行委員会を開催予定。

キリトリ線

氏名 所属 住所 連絡先 2/9(木)出欠

出 ・ 欠

出 ・ 欠

出 ・ 欠

※所属については、会社・学校名・団体やサークル名についてご記入ください。ない場合は記入なしで結構です。

※個人情報は名簿の作成及び実行委員会に関する連絡に使用することを目的として適正に管理し、目的外の

使用はいたしません。

申 し 込 み 先

みのわ祭り実行委員会事務局
箕輪町役場 商工観光課 観光係
〒399-4695（住所記載不要） 電話：0265-79-3171（直通） FAX：0265-79-0230
Eメール：kankou@town.minowa.lg.jp

※2023年２月９日(木)午後７時～第１回みのわ祭り実行委員会を開催予定です。

高校生以下の方の氏名 保護者の同意署名欄 保護者の連絡先

－ －


